
議第５５号 

高島市斎場の設置および管理に関する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和４年５月３０日 

高島市長 福 井 正 明 

                                 

                                        

高島市斎場の設置および管理に関する条例 

 

高島市火葬場の設置等に関する条例（平成１７年高島市条例第１８２号）

の全部を改正する。 

 （設置） 

第１条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条第７

項に規定する火葬場として、高島市斎場を設置する。 

 （名称および位置） 

第２条 斎場の名称および位置は、次のとおりとする。 

名    称 位    置 

高島市斎場 高島市今津町今津２２１１番地 

（業務） 

第３条 斎場は、次に掲げる業務を行う。 

 ⑴ 火葬に関する業務 

⑵ 分娩に係る汚物その他市長が認めた汚物の焼却に関する業務 

⑶ 霊柩車の運行に関する業務 

⑷ 施設の管理運営に関する業務 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、斎場の設置の目的を達成するために必要

な業務 

 （使用の許可） 

第４条 斎場の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市

長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更

しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいず

れかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。 

 ⑴ 斎場における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると



認められるとき。 

⑵ 斎場の設置の目的に反すると認められるとき。 

⑶ 斎場の施設もしくは設備または霊柩車を損傷するおそれがあると認め

られるとき。 

⑷ その他斎場の管理上支障があると認められるとき。 

 ⑸ 前各号に規定するもののほか、市長が特にその利用を不適当と認める

とき。 

３ 市長は、第１項の規定による許可をする場合においては、斎場の管理上

必要な限度において、条件を付すことができる。 

（使用料） 

第５条 前条第１項の規定による許可を受けた者（以下「使用者」という。

）は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。 

２ 使用料は、許可に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期まで

に納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この

限りでない。 

３ 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限り

でない。 

４ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、ま

たは免除することができる。 

 （霊柩車の運行） 

第６条 遺体を斎場に運搬するため霊柩車を運行する。 

２ 前項の運行については、市内を範囲とする。ただし、市長が特別の事由

があると認めたときは、この限りでない。 

（施設等の変更の禁止） 

第７条 使用者は、斎場の施設または設備に変更を加え、または特別の設備

を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、こ

の限りでない。 

 （使用の許可の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第４条第１項の規

定による許可を取り消し、使用を制限し、または使用の停止を命ずること

ができる。 

 ⑴ 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。 

⑵ 使用者が詐欺その他不正の行為によって第４条第１項の規定による許

可を受けたとき。 

⑶ 使用者が第４条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

⑷ 使用者が第４条第３項の規定により付された条件に違反したとき。 



⑸ 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

⑹ 許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。 

⑺ その他市長が特に必要と認めるとき。 

 （原状回復の義務等） 

第９条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備

を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消

されたときも同様とする。 

２ 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破

損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならな

い。 

 （指定管理者による管理） 

第１０条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの（

以下「指定管理者」という。）に、斎場の管理に関する業務のうち、次に

掲げる業務を行わせることができる。 

 ⑴ 第３条各号に掲げる業務 

⑵ 斎場の施設および設備の維持管理に関する業務 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務（以下「管

理業務」という。）を行わせる場合における第４条、第７条、第８条およ

び前条第２項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるの

は「指定管理者」とする。 

 （利用料金） 

第１１条 前条第１項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる

場合は、第５条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に斎場の施設

の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納めなければならない。 

２ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

３ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

４ 利用料金は、許可に係る施設の使用の開始までに納めなければならない

。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。 

５ 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない

理由により許可に係る施設を使用することができないときその他指定管理

者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。 

６ 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市



長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１１条第３項

の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市火葬

場の設置等に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為または

市長に対してなされた申請その他の行為（同日後の使用に係るものに限る

。）は、この条例の相当規定により市長（指定管理者に斎場の管理業務を

行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。）がし

た許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみな

す。 

別表（第５条関係） 

種別 
金額 

市内の場合 その他の場合 

火

葬

炉 

死亡時の年齢が１３歳以上の者

（１体） 

20,000 円 60,000 円 

死亡時の年齢が１３歳未満の者

（１体） 

15,000 円 45,000 円 

死産児（１胎） 3,000 円 15,000 円 

汚

物

炉 

分娩に係る汚物等（１件） 

3,000 円 15,000 円 

霊安室使用（１体） 

２４時間につき 

5,000 円 20,000 円 

備考 

１ この表において「市内の場合」とは、申請者または死亡者の死亡時の

住所が市内にある場合をいい、「その他の場合」とは、これ以外の場合

をいう。 

２ この表において「分娩に係る汚物等」とは、胎盤、身体の一部等をい

う。 

 


